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  平成２９年 ３ 月２９日 

                  河合町長  岡井 康徳 

河合町規則第 １ 号 

単純労務職員の給与の特例に関する規則の一部を改正する規則 

 

単純労務職員の給与の特例に関する規則（平成１７年３月河合町規則第３号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中「平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの間」を「平成２９

年４月１日から平成３０年３月３１日までの間」に改める。 

第２条中「１００分の１」を「１００分の２」に改め、同条ただし書き中「調整手

当」を「地域手当」に改める。 

第２条の次に次の１条を加える。 

（その他） 

第３条 この規則に定めるもののほか、単純労務職員の給与の支給については、特別

職の職員及び一般職の職員の給与の特例に関する条例（平成２５年１２月河合町条

例第１７号）の規定の例による。 

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 


